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株主総会スケジュール（基準日~41日目）
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株主総会スケジュール（基準日~67日目）
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株主総会スケジュール（基準日~91日目）

判断決定
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出所：フィデリティ投信（2017年6月総会実績データより）

株主総会は「対話」の場には程遠い

招集通知発送後の議決権行使日程

A社 B社 C社 D社

総会前日数 追加説明内容： 独立役員届出書変更 株主提案について 議案の修正 社外役員の独立性について

招集通知（英）

21 総会通知発送（株主名簿管理人） 招集通知（日・英） 招集通知（日・英）

20 議案受領 （土）

19 （日） （土） （土）

18 （日） （日）

17 招集通知（日・英）

16 追加説明申し込み

15 追加説明申し込み

14 （土）

13 （日） （土） 追加説明申し込み

12 （日） （土） （土）

11 判断決定 追加情報で判断修正 電話会議 （日） （日）

10 入力〆切 追加説明で最終決定 電話（追加説明で最終決定） 追加説明申し込み

9 入力〆切 入力〆切

8

7 （土） 入力〆切・電話説明（間に合わず）

6 （日） （土）

5 （日） （土） （土）

4 （日） （日）

3

2

1

0 株主総会 株主総会 株主総会 株主総会 株主総会

議案データ

を行使基準

プログラム

にて処理、

方針案作成

信託銀行〆

切（資産管

理信託）
常任代

理人、

議決権

行使内

容受領

実質1～

6営業日

（翻訳

（外注

）に約5

営業日

要す）

招集通知

（15営業日前）

行使プログラムに
て処理・方針作成

（6営業日）

追加情報・説明を
踏まえ判断確認
（3営業日）

入力〆切

（6営業日前）

判断決定



|5 法制審議会会社法制（企業統治関係等）部会第6回会議

１．決算日＝基準日

２．株主総会＝基準日から3か月以内

３．議案確定と招集通知の時間差

＜見直しポイント＞

①決算承認取締役会の早期化のため、会計監査人ならびに監査役会、監査等委員会および監査委員会の監査報告日程を短縮

②招集通知の発送前開示：上場証券取引所のウェブサイト等に招集通知の電磁的記録を、株主総会招集取締役会で議案承認
後速やかに開示することをルール化（書面による招集通知の発出に代えて電磁的方法で提供するものではなく、株主の承諾は
必要ないが、利便性が向上し「招集通知の電子化」を促す可能性がある）

③基準日の変更、または、基準日から株主総会開催期日（3か月）を変更

現状日程の見直しのポイント

株主総会
（6月末まで）

基準日
（3月末）

監査報告 決算承認取締役会

株主総会招集取締役会 招集通知発送・開示

6営業日6営業日

（5月中旬） （6月上旬）

決算日
（3月末）

3営業日

見直しポイント①

見直しポイント②

見直しポイント③
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パッシブ運用者は、6月総会について１日100社超の招集通知収集・行使案作成を4週間、計2000総会分行っている

アクティブ運用者は、行使指図〆切ギリギリの段階での企業の追加説明なども含め精査し、6月総会の4週間に対応している

• 商事法務N0.2144「企業価値向上を促す対話型株主総会プロセスの進展と新たな動き」によると、6月総会企業2,333社のうち
1,738社（74.5%）が招集通知の発送前にWEB開示している。ただし、総会日の4週間以上前からWEB開示している企業は
427社（17.9%）に留まる。

• 大手議決権行使助言会社によれば、2017年6月総会について、招集通知を東証のウェブサイトから平均で総会の22.0日前に
入手している。任意のWEB開示が広まっているとはいえ、書面通知より数日早いに留まっている。

• 議案精査・対話期間確保の条件—招集通知入手実務の観点から

1. 開示タイミングのルール化：総会1か月前（または、招集通知後1か月後以降に総会日設定）―任意で早期開示する会社が
ある一方、法定の2週間前まで待つ会社が一定数存在

2. 開示方法のルール化：東証への招集通知WEB開示（自社HPでは機関投資家の実務に乗らない）

3. 掲載情報のルール化：注記、独立役員届出書（現状では、総会の2週間前までに開示すればいい）など

4. 当該WEB開示と、株主の承諾を必要とする「書面による招集通知の発出に代えて電磁的方法で提供するもの」とは別の議
論⇒ただし、上記条件でのWEB開示ルール化は、“現状維持バイアス”の壁を乗り越え、書面から電磁的方法への置換的
移行のインセンティブになり得る

a) 招集通知の早期入手のアドバンテージ

b) 企業側にとって、懸案議案の追加説明の機会が増える

c) メディアの報道等を通じて、個人株主にも議案判断の論点が伝わる（考慮する期間が確保される）

招集通知開示から行使指図までの期間確保（前掲ポイント②）
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▪ 当資料は、信頼できる情報をもとにフィデリティ投信が作成しておりますが、データの正確性・完全
性について当社が責任を負うものではありません。

▪ 当資料に記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変
更することがあります。また、いずれも将来の傾向、数値、運用結果等を保証もしくは示唆するもの
ではありません。

▪ 当資料にかかわる一切の権利は引用部分を除き当社に属し、いかなる目的であれ当資料の一部又
は全部の無断での使用・複製は固くお断りいたします。

重要事項


